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告 示 (第1939号－第1951号)

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) １

○土地改良区の役員の就任 (農村整備課) ２

○土地改良区の役員の退任 (農村整備課) ２

○土地改良区の役員の退任 (農村整備課) ２

○土地改良事業計画の廃止の同意 (農村整備課) ２

○国土調査の成果の認証 (農山漁村振興課) ３

○基本測量の実施 (県土整備総務課) ３

○公共測量の実施 (県土整備総務課) ３

○公共測量の実施 (県土整備総務課) ３

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ４

○公共測量の終了 (県土整備総務課) ４

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ４

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) ４

正 誤

○鳥獣保護区の存続期間の更新 (平成22年11月福岡県告示第1787号)

中正誤 ５

○特定猟具 (銃器) 使用禁止区域の指定 (平成22年11月福岡県告示第

1788号) 中正誤 ５

福岡県告示第1939号

豊津町土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24

年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 退任監事
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目 次

告 示

氏 名 住 所

西 田 博 京都郡みやこ町上原893番地２

益 田 博 吉 〃 〃 豊津1384番地７

山 野 幸 � 〃 〃 光冨258番地２

山 田 節 男 〃 〃 光冨917番地

西 川 勝 利 〃 〃 上原1144番地

進 � 男 〃 〃 吉岡446番地

村 上 時 廣 〃 〃 上坂59番地

� 留 巧 〃 〃 綾野155番地３

藤 田 安 〃 〃 呰見996番地

中 嶋 末 博 〃 〃 有久90番地

楠 森 淳 二 〃 〃 国作411番地１

平 田 � � 〃 〃 豊津2041番地

黒 瀬 冨 男 〃 〃 国分338番地２

二 木 元 義 〃 〃 彦徳110番地

中 村 仁 〃 〃 田中698番地

宮 本 勝 〃 〃 徳永2206番地９

氏 名 住 所

衛 藤 稔 京都郡みやこ町節丸1783番地

溝 口 正 敏 〃 〃 下原464番地

進 定 明 〃 〃 彦徳141番地１
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３ 就任理事

４ 就任監事

福岡県告示第1940号

黒土西部土地改良区から役員の就任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法律

第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

就任理事

福岡県告示第1941号

三潴南部土地改良区から役員の退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法律

第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

退任理事

福岡県告示第1942号

田川郡呉土地改良区から役員の退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法律

第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

退任理事

福岡県告示第1943号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の３第５項に基づいて､ 同法第48条第９

項において準用する同法第10条第１項の規定に基づき､ 次のように市町村が行う土地改
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氏 名 住 所

溝 口 正 敏 京都郡みやこ町下原464番地

林 憲 博 〃 〃 上原874番地１

二 木 元 義 〃 〃 彦徳110番地

田 中 繁 美 〃 〃 節丸1865番地１

山 野 幸 � 〃 〃 光冨258番地２

石 川 深 〃 〃 上原1279番地

進 � 男 〃 〃 吉岡446番地

村 上 時 廣 〃 〃 上坂59番地

奥 � 〃 〃 綾野663番地

三 井 和 男 〃 〃 呰見1740番地

宮 本 勝 〃 〃 徳永2206番地９

楠 森 淳 二 〃 〃 国作411番地１

吉 永 孝 〃 〃 徳政239番地３

塚 田 � 〃 〃 有久248番地２

黒 瀬 冨 男 〃 〃 国分338番地２

平 田 � � 〃 〃 豊津2041番地

氏 名 住 所

中 村 仁 京都郡みやこ町田中698番地

山 田 節 男 〃 〃 光冨917番地

江 口 登 〃 〃 豊津1639番地

氏 名 住 所

有 野 康 典 豊前市大字永久267番地

氏 名 住 所

河 村 � 男 柳川市間250番地２

氏 名 住 所

白 本 一 郎 田川郡香春町大字香春1516番地１
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良事業の計画の廃止に同意したので､ 同法第96条の３第５項において準用する同法第48

条第11項の規定により公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1944号

国土調査法 (昭和26年法律第180号) 第19条第２項の規定に基づき､ 次のように国土

調査の成果を認証したので､ 同条第４項の規定により公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1945号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第１項の規定により､ 国土地理院長から次の

ように基本測量を実施する旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により公示する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

基本測量 (基盤地図情報整備業務)

２ 測量の実施地域及び実施期間

福岡県告示第1946号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所長から次のように公共測量を実施す

る旨の通知があったので､ 同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により

公示する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点・４級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び期間

福岡県告示第1947号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (都市計画基図修正)

２ 測量の実施地域及び期間
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市町村名 事 業 名 同意年月日

香春町 農業用ため池整備事業 (皿山地区) 平成22年11月18日

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間

成果の名称
調査を行った
地域

認証年月日

飯塚市
平成13年度から
平成22年度まで

地籍図及び地
籍簿

口原・佐與の一部 平成22年11月８日

宗像市
平成19年度から
平成21年度まで

地籍図及び地
籍簿

大島の一部 平成22年11月８日

久山町
平成18年度から
平成21年度まで

地籍図及び地
籍簿

大字久原の一部 平成22年11月８日

実 施 地 域 実 施 期 間

福岡市 平成22年12月22日から
平成23年３月25日まで

実 施 地 域 実 施 期 間

田川市伊田地先 平成22年11月21日から
平成23年３月10日まで
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福岡県告示第1948号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第1949号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第1950号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

糟屋郡新宮町大字三代字壁塗979番３､ 980番８､ 980番14､ 981番１及び981番５

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

糟屋郡新宮町大字上府1175番地

森 恭弘

福岡県告示第1951号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成22年12月10日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成22年11月25日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

ＮＰＯ法人ちくしの子育ち応援団はっぴぃ

� 代表者の氏名

白垣 公子

� 主たる事務所の所在地

福岡県筑紫野市大字立明寺627番地５

� 定款に記載された目的

この法人は､ 子ども達の健全な育成を目指し､ 子育て中の親・子に対して地域の
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実 施 地 域 実 施 期 間

福岡市西区地域 平成22年９月18日から
平成23年３月25日まで

実 施 地 域 終 了 期 間

北九州市小倉北区下富野一丁目外 平成22年11月16日

実 施 地 域 終 了 期 間

北九州市小倉北区 平成22年10月31日
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中で支え合い､ 育ち合う為の場の提供及び企画・運営に関する事業を行い､ 住み良 い地域社会作りに寄与することを目的とする｡
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正 誤

�

発行年月日
公報
番号

種類
同上
番号

ページ
欄

行 備 考 正 誤
上 下

22・11・12 3183 告示

1787 ４ ○ １ 町界
○

町堺
●

1788 ６ ○ ９ 堤
○

体上 提
●

体上


